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平成21年度における情報公表手数料予定額  
平成21年6月19日現在  

（円）  

公表事務手数料  調査事務手数料  合計手数料額  
都道府県名  

平成20年度   平成2丁年度   平成20年度   平成21年度   平成20年度   平成21年度   

全国平均   10．674   9，683   33．685   24．59l   初．359   34．2了4   

北海道   10．200   10．200   35．300   35．300   45．500   45，500 ＊   

青森県   t2．000   10．000   33．000   24．000   45．∞0   34，∝旧   

岩手県   12．000   10．000   37，300   26，800   4g．300   36．000   

宮城県   10．000   10．000   32．344   24，000   42．344   34．000   

秋田県   10．000   10．∝旧   32．1g2   27．183   42，192   37．183   

山形県   10．刷   9．500   30．188   18．060   40．188   Z7．560   

福島県   11，000   11，000   3Z．333   25，750   43．333   36．了50   

茨城県   10．000   9．000   33．600   23．220   43．600   32．220   

栃木県   12．500   1l．000   37．500   28．35丁   50．000   39．357   

群馬県   9．000   9，080   32．438   23．000   4】．438   3乙000   

埼玉県   8．900   8．900   29．588   21，567   38，488   30．ヰ6了   

千葉県   8．800   8．800   27．833   18．382   36．633   2†．182   

東京都   10，400   8．000   30．300   柑．300   40．了00   26．300   

神奈川県   8，000   7．600   32．038   22．428   40．038   30．028   

新潟県   10．500   9．200   33．472   26．t34   43，972   35．334   

富山県   ‖，000   ll．000   28．656   21．760   39．656   32．760   

石川県   】1．000   11，000   29，625   24．000   40．625   35．000   

福井県   1l．000   ll．000   28，28l   20．120   39．281   31．120   

山梨県   13．00Cl   13．000   31．000   22，000   44．000   35．000   

長野県   12，000   10．300   31．163   23．918   43，163   34．218   

岐阜県   8．000   8．000   30．000   20，500   38．000   28．500   

静岡県   乳000   8．000   32．柑8   24．800   40．1由   32，800   

愛知県   8．200   8，200   31．500   2し782   39．700   29．982   

三重県   10，900   10．000   26．700   19．400   37．600   2g．400   

滋賀県   ＝．000   10．000   31，292   22．000   42．292   32．000   

京都府   11，000   9．000   36．000   23．600   47．000   3乙600   

大阪府   8．000   8．000   35．000   25．000   43．000   33、000   

兵庫県   10，000   7．000   39．000   26．500   49．000   33、500   

奈良県   11．000   9．000   31．500   25，840   42．500   34，840   

和歌山県   9，500   9，500   29．109   20．079   38．609   29，5了9   

鳥取県   9．500   9．500   36．388   36．388   45．888   45．888   

島根県   15．000   9．000   45．000   

岡山県   川．DOO   10．000   40，000   

広島県   15．000   10，900   36．800   28．100   

山口県   12．000   10．000   40．000   

徳島県   11．000   1l．000   36，000   26．000   47．000   37，000   

香川県   10．800   10．000   33．200   28．000   44，000   38．000   

愛媛県   ll．000   9．500   叶000   29．000   52．000   38．500   

高知県   14．500   10，000   37，000   26．000   5l．500   36，000   

福岡県   9．000   9．000   31．000   22，000   40．000   3l．000   

佐賀県   9．000   9．000   27．875   t6，800   36．875   25．800   

長崎県   10．000   10．000   36．000   26．500   46．000   36．500   

熊本県   10．000   10．000   35，000   24．000   45．000   3ヰ．000   

大分県   10．000   10．000   35．000   25．000   ヰ5，000   35，000   

宮崎県   10．000   9．000   34．833   25．620   44，833   34，620   

鹿児島県   12．000   l乙000   37．647   25．8柑   49．647   37．818   

沖縄県   12．000   11．000   40．000   28，000   52．000   39．000   

※ サービス別に手数料を設定している場合は、その単純平均額を表記している。  

※ 調査時点（6月19日）において改訂後手数料予定額が未定の都道府県（＊）に関しては、調査時点の手数料を記載している。  
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介護保険法   介護保険法施行令（政令）   介護保険法施行規則（省令）   

第10節介護サービス情報の公表  ←十〕   （Ⅰ）  

第37条の2 法第115条の35第1項の規定  （法第115条の35第1項の厚生労働省令で  
（介護サービス情報の報告及び公表）  による介護サービス情報の報告（以下この条に  定めるサービス）   

第115条の35 指定居宅サービス事業者、指  おいて「報告」という。）は、都道府県知事が毎  第140条の43 法第115条の35第1項   
定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支  年定める報告に関する計画に従い、行うものと  の厚生労働省令で定めるサービスは、訪問介   
援事業者、指定介護予防サ⊥ビス事業者、指定  する。  護、訪問入浴介護、訪問着護、訪問リハビリ   
地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介  テーション、通所介護、適所リハビリテーシ   
2前項の計画には、都道府県知事が、その管轄         護予防支援事嚢者並びに指定介護老人福祉施設、   ・ヨン、短期入所生活介護、短期入所療養介護   
介護老人保健施設及び指定介護療養型医療施設   する地域における介護サービス（法第115条  （第14条第四号に掲げる診療所に係るもの   

の開設者（以下「介護サービス事業者」という。）  の55第1項に規定する介護サービスをいう。）   を除く。別表第2において同じ。）、特定施設   
は、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型  の提供の状況を勘案し、報告の方法、期限その  入居者生活介護（養護老人ホームに係るもの   
サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指  他の（①）厚生労働省令で定める事項を記載す  を除く。別表第2において同じ。）、福祉用具   
定介護老人福祉施設、指定介護療養型医療施設、  るものとする。  貸与、特定福祉用具販売、夜間対応型訪問介   
指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型  董、琴知症対応型通所介護、′ト規模多機能型   
3都道府県知事は、第1項の計画を定めたとき         介護予防サービス事業者若しくは指定介護予防   居宅介護、認知症対応型共同生活介護、塑壇   
支援事業者の指定又は介護老人保健施設の許可  は、遅滞なく、これを公表しなければならない。  密着型特定施設入居者生活介護（養護老人ホ   
を受け、訪問介護、訪問入浴介護その他の（Ⅰ）  ームに係るものを除く。別表第2において同   
厚生労働省令で定めるサービス（以下「介護サ  じ。）、地域密着型介護老人福祉施設入所者生   
ービス」という。，）の提供を開始しようとする  活介護、居宅介護支援、介護福祉施設サービ   
ときその他 （Ⅱ）厚生労働省令で定めるとき  ス、介護保健施設サービス、介護療養施設サ   
は、（①）政令で定めるところにより、その捏  ービス（法第8条第二十六項に規定する療養   
供する介護サービスに係る介護サービス情報（介  病床等における入院患者の定異が8人以下で   
護サービスの内容及び介護サービスを提供する  ある病院又は診療所に係るものを除く。別表   
事業者又は施設の運営状況に関する情報であっ  第2において同じ。）、．介護予防訪問介護、介   

て、介護サービスを利用し、又は利用しようと  護予防訪問入浴介護、介護予防訪問者護、介   
する要介護者等が適切かつ円滑に当該介護サー  護予防訪問リハビリテーショ㌢、介護予防通   

ビスを利用する機会を確保するために公表され  所介護、介護予防通所リハビリテナション、   
ることが必要なものとして （Ⅲ）厚生労働省  介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入   
令で定めるものをいう。以下同じ。）を、当該  所療養介護（第22条の14第4号に掲げる   
介護サービスを提供する事業所又は施設の所在  診療所に係るものを除く。別表第2において  
地を管轄する都道府県知事に報告しなければな  同じ。）、介護予防特定施設入居者生活介護（菱   

らない。  護老人ホームに係るものを除く。別表第2に  
おいて同じ。）、介護予防福祉用具貸与、特定  
介護予防福祉用具販売、介護予防認知症対応  
型適所介護、介護予防小規模多機能型居宅介  
護及び介護予防認知症対応型共同生活介護と  

する。   
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2 前項の現塾；通  
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しない。  ビ スと  るサー   

（Ⅱ）  

（法第115条の35第1項の厚生労働省令で   
定めるとき）  

第140条の44 法第115条の35第1項  
の厚生労働省令で定めるときは、次の各号に   
掲げる基準に該当する事業所以外のものにつ   

いて、令第37条の2窮1項に規定する計画  
（以下この条及び第140条の48において                                                  I J l ＿ユ＿ せ  
＼1二／ヽ 】 、‾ ′ ′l▼′′、 ▼ ′■  

「計画」という。）で定められたときとする0  
一 第140条の48第1号の計画の基準日  

前の1年間において、提供を行った介護サ   
ービス（法第115条の35第1項に規定  
する介護サービスをいう0以下同じ0）に係   

る居宅介護サービス費、地域密着型介護サ   
｝ビス費、居宅介護福祉用具購入費、居宅   



介護サービス計画費、施設介護サービス費、  
介護予防サービス費、地域密着型介護予防  
サービス費又は介護予防福祉用具購入費の  
支給の対象となるサービスの対価（以下こ  
の号において「介護サ∵ビスの対価」とい  

う。）として支払いを受けた金額が百万円以  

下であるもの（介護サービスを提供する事  
業所又は施設において、次の区分に掲げる  
介護サービスの対価として支払いを受けた  
金額が百万円以下であって、それぞれ当該  
区分に掲げる他の介護サービスの対価とし  

て支払いを受けた金額が百万円を超えるも  
のを除く。）  
イ 訪問介護、夜間対応型訪問介護、介護   

予防訪問介護  
口 訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護  
ハ 訪問看護、指定居宅サービス等基準第  

105条の2に規定する指定療養通所介   
護咽て「指   

定療養通所介護」という。）、介護予防訪   
問看護  

二 訪問リハビリテーション、介護予防訪   

問リハビリテーション  

ホ 適所介護（指定療養通所介護を除く。）、   
指定療養適所介護、認知症対応型通所介   
護、介護予防通所介護、介護予防認知症   
対応型適所介護  

へ 通所リハビリテーション、指定療養通   
堕企董、介護予防通所リハビリテーショ   
ン  

ト 短期入所生活介護、地域密着型介護老   
人福祉施設入所者生活介護、介護老人福   
祉施設、介護予防短期入所生活介護  

チ 第14条第1号で定める施設において   
提供される短期入所療養介護（別表第2   
において「短期入所療養介護（介護老人   
保健施設）」という。）、介護老人保健施   
設、第22条の14第1号で定める施設   
において提供される介護予防短期入所療   
養介護（別表第2において「介護予防短   



期入所療養介護（介護老人保健施設）」と   

いう。）  
り 第14条第2号又は第3号で定める施   
設において提供される短期入所療養介護   
（別表第2において「短期入所療養介護   

（介護療養型医療施設等）」という。）、   
介護療養型医療施設、第22条の14第   
2号又は第3号で定める施設において提   

供される介護予防短期入所療養介護（別   
表第2において「介護予防短期入所療養   
介護（介護療養型医療施設等）」という。）  

ヌ 有料老人ホームにおいて提供される特  
定施設入居者生活介護（外部サービス利  
用型指定特定施設入居者生活介護（指定  
居宅サービス等基準第192条の2に規  
定する外部サービス利用型指定特定施設  
入居者生活介護をいう。以下この号及び  
別表第2において同じ。）㈱有  
料老人ホームにおいて提供される外部サ  
ービス利用型指定特定施設入居者生活介  
護、有料老人ホームにおいて提供される  
地域密着型特定施設入居者生活介護、有  
料老人ホームにおいて提供される介護予  
防特定施設入居者生活介護（外部サービ  
ス利用型指定介護予防特定施設入居者生  
活介護（指定介護予防サービス等基準第  
253条に規定する外部サービス利用型  
指定介護予防特定施設入居者生活介護を  
いう。以下この号及び別表第2において  
同じ。）を除く。）、有料老人ホームにお   

いて環供される外部サービス利用型指定   
介護予防特定施設入居者生活介護  

ル 軽費老人ホームにおいて提供される特  
定施設入居者生活介護（外部サービス利  
用型指定特定施設入居者生活介護を除く  
）、軽費老人ホームにおいて提供される  

外部サービス利用型指定∠特定施設入居者  
生活介護、軽費老人ホームにおいて提供  
される地域密着型特定施設入居者生活介  
護、軽費老人ホームにおいて提供される   



介護予防特定施設入居者生活介護（外部  
サービス利用型指定介護予防特定施設入   
居者生活介護を除く。）、軽費老人ホーム   
において提供される外部サービス利用型   

指定介護予防特定施設入居者生活介護  
ヲ 適合高齢者専用賃貸住宅において提供  

特散居生活譲サ  

護を除く。t）、適合高齢者専用賃貸住宅に  
おいて提供される外部サービス利用型指  
定特定施設入居者生活介護、適合高齢者  
専用賃貸住宅において提供される地域密  
着型特定施設入居者生活介護、．適合高齢  
者専用賃貸住宅において提供される介護  
予防特定施設入居者生活介護（外部サー  
ビス利用型指定介護予防特定施設入居者  珊  

生活介護を除く。）、適合高齢者専用賃貸  
住宅において提供される外部サービス利   
用型指定介護予防特遷施設入居者生活介   
蓮  

旦 福祉用具貸与、特定福祉用具販売、介   
護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉   
用具販売  

力 小規模多機能型居宅介護、介護予防小   
規模多機能型居宅介護  

ヨ 認知症対応型共同生活介護、介護予防  
認知症対応型共同生活介護   

（Ⅲ）  

（法第115条の35第1項の厚生労働省令で   

定める情報）  

第140条の45 法第115条の35第1項   
の厚生労働省令で定める情報は、介護サービ   

スの提供を開始しようとするときにあっては   

別表第1に掲げる項目に関するものとし、同   
項の厚生労働省令で定めるときにあっては別   

表第1及び別表第2に掲げる項目に関するも   

のとする。  
■■●●■i■■●■■●■■●■●■■■■■■＝■■■■■■■■＝＝■■■t■■■■  

（Ⅳ）   

■■ ■ ■ ● ● ■ ■ ■●暮■ ■ ＝ ＝ ■ ■ ■ ■ ■■＝ ● ■ ＝＝ ■ ■l■＋■ ＝■■ ■ ■ ● ■■  

2 都道府県知事は、前項の規定による報告を受   

」」  



けたときは、当該報告をした介護サービス事業  
者に対し、介護サービス情報のうち （Ⅳ）厚  
生労働省令で定めるものについて、調査を行う  
ものとする。  

（法第115条の35第2項の厚生労働省令で   
定める介護サービス情報）   

第140条の46 法第115粂の35第2項   

の厚生労働省令で定める介護サービス情報（法  

第115条の35第1項に規定する介護サー  
ビス情報をいう。以下同じ。）は、別表第2に  
掲げる項目に関する情報とする。  

■ ■ ■ ■ ● ＝ ＝ ● ■ ● ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ＝ ＝ ■ ● ■ ■ ■ ■ ■ ■ t ● ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ■ ■ ●  

3 都道府県知事は、前項の規定による調査が終   
了した後、第1項の規定による報告の内容及び   
前項の規定による調査の結果のうち （V）厚   
生労働省令で定めるものを公表しなければなら   

ない。  

（Ⅴ）  

（法第115条の35第3項の厚生労働省令で   
定める報告の内容及び調査の結果）  

第140条の47 法第115条の35第3項   
の厚生労働省令で定める報告の内容及び調査   

の結果は、別表第1に掲げる項目に関する情   
報に係る報告の内容及び別表第2に掲げる項   

目に関する情報に係る調査の結果とする。  
● ■ ■ ■ ■ ● ■ ■ ■ ■ ■ ● ■ ■ ■ ● ▲● ■ ■ ■ ＝＝1＝ ■ ■ ■●■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ■ ■ ■ ■ ■ ●   

4 都道府県知事は、介護サービス事業者が第1   
項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報   
告をし、又は第2項の規定による調査を受けず、   
若しくは調査の実施を妨げたときは、期間を定   
めて、当該介護サービス事業者に対し、その報   
告を行い、若しくはその報告の内容を是正し、   
又はその調査を受けることを命ずることができ   

る。  
■ ■ t ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● ■ ■ ■ ■ … ＝ ● ＝ ＝ ■ ● ＝ ● ■ ■ ■ ■ ■ ＝ ＝ ■ ■ t ■ ■  

5 都道府県知事は、指定地域密着型サービス事   

業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者   
又は指定介護予防支援事業者に対して前項の規   

定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨   

を、当該指定地域密着型サービス事業者、指定   

地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介   

護予防支援事業者の指定をした市町村長に通知   
しなければならない。  

■■ ■■●■■■● ■■■■ ■＝■■●■■■ ■●● ■ ● ■■ ■ ■ ● ■暮＝ ＝■ ■ ■ ■ ■ ■■■ ■  

6 都道府県知事は、指定居宅サービス事業者、   
指定居宅介護支援事業者若しくは指定介護予防   

サービス事業者又は指定介護老人福祉施設、介  



護老人保健施設若しくは指定介護療養型医療施  
設の開設者が第4項の規定による命令に従わな  
いときは、当該指定居宅サービス事業者、指定  

居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事  
業者、指定介護老人福祉施設若しくは指定介護  
療養型医療施設の指定若しくは介護老人保健施  
設の許可を取り消し、又は期間を定めてその指  
定若しくは許可の全部若しくは一部の効力を停  
止することができる。  

7都道府県知事は、指定地域密着型サービス事  
業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者  
又は指定介護予防支援事業者が第4項の規定に  
よる命令に従わない場合において、当該指定地  
域密着型サ⊥ビス事業者、指定地域密着型介護  

予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業  
者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指  
定の全部若しくは一部の効力を停止することが  

適当であると認めるときは、理由を付して、そ  
の旨をその指定をした市町村長に通知しなけれ  
ばならない。  

（指定調査機関の指定）   （指定調査機関の指定の基準）   （指定調査機関の指定の申請）   

第115条の36 都道府県知事は、その指定す  第37条の3 都道府県知事は、指定調査機関（法  第140条の49 法第115条の3’6第1項   
る者（以下「指定調査機関」という。）に、前  第115条の36第1項に規定する指定調査機  の指定を受けようとする者は、その調査を行   
条第2項の調査の実施に関する事務（以下「調  関をいう。以下同じ。）の指定の申請があった場  おうとする介護サービスの種類ごとに、■次に   
査事務」という。）を行わせることができる。   合において、次の各号のいずれかに該当すると  掲げる事項を記載した申請書又は書類を都道  

きは、その指定をしてはならない。この場合に  府県知事に振出しなければならない。  
おいて、指定に関して必要な手続は、厚生労働  一 申請者の名称及び主たる事務所の所在地  
省令で定める。   並びにその代表者の氏名及び住所  
一 申請者が法人でないとき。   二 調査事務（法第115条の36第1項に  
二 申請者が、調査事務（法第115条の36   規定する調査事務をいう。以下同じ。）を行  

第1項に規定する調査事務をいう。以下同じ。）   う事務所の名称及び所在地  
を公正かつ適確に実施するに足りる経理的基  三 申請者の定款、寄付行為及びその登記事  

礎及び技術的能力を有するもの上して（②）   項証明書又は条例等  
厚生労働省令で定める基準に適合していない  四 当該申請に係る事業の開始予定年月日  
とき。   五 当該申請の日の属する事業年度の直前の  

三 申請者の役員又は法人の種類に応じて（③）   事業年度の貸借対照表及び損益計算書  
厚生労働省令で定める構成員若しくは職員の  六 当該申請の日の属する事業年度及び翌事  

構成が調査事務の公正な実施に支障を及ぼす   業年度の事業計画書及び収支予算書   

－
］
∞
1
 
 

－   



七 当該申請に係る意思の決定を証する書類   
八 役員の氏名及び経歴、法人の種類に応じ  

て次条第2項各号に定める構成員の氏名（構  
成員が法人である場合には、その法人の名   
称）並びに構成員の構成割合   

九 現に行っている業務の概要を記載した書  
類   

十 調査事務の実施の方法に関する計画を記  
載した書類   

十一 申請者が令第37条の3各号に該当し  
ないものであることを誓約する書面   

十二 調査を行おうとする介護サービスの種  
類、当該調査を行おうとする介護サービス   
の種類ごとの調査賽施可能件数及び調査員  
（法第115条の37第2項に規定する調  

査員をいう。以下同じ。）の数   
十三 調査に関する苦情を処理するために講  

ずる措置の概要   

十四 その他指定に閲し必要と認める事項   

（②）  

（指定調査機関の指定の基準）  

第140条の50 令第37条の3第2号に規   
定する厚生労働省令で定める基準は、職員、   
設備、調査事務の実施の方法その他の調査事   
務の実施に関する計画が、調査事務の公正か   
つ適確な実施のために適切なものであること   

とする。   

（③）  

2 令第37条の3第3号に規定する厚生労働   
省令で定める構成員は、次に掲げる法人の種   
類に応じ、当該各号に定める者とする。   
一 民法（明治29年法律第89号）第34  

条の規定に基づき設立された法人 社員   
二 合名会社、合資会社又は合同会社 社員   
三 株式会社 株主   
四 その他の法人 当該法人の種類に応じて  

前3号に定める者に壊するもの   

おそれがあるとき。   

四 前号に定めるもののほか、申請者が、調査  
事務が不公正になるおそれがないものとして  

（④）厚生労働省令で定める基準に適合して  
いないとき。   

五 申請者が、法の規定により刑に処せられ、  

その執行を終わり、又は執行を受けることが  

なくなった日から起算して2年を経過しない   着であるとき。   
六 申請者が、第37条の10第1項の規定に  

より指定調査機関の指定を取り消され、その  

取消しの日から起算して2年を経過しない者  
であるとき。   

七 申請者が、第37条の11において準用す  
る第37条の10第1項の規定により指定情  
報公表センター（法第115条の42第1項  
に規定する指定情報公表センターをいう。第  

37条の11において同じ。）の指定を取り消  

され、その取消しの日から起算して2年を経  
過しない者であるとき。   

八 申請者の役員のうちに、第5号に該当する  

者があるとき。   

（指定調査機関の指定の公示等）  

第37条の4 都道府県知事は、指定調査機関の   
指定をしたときは、当該指定調査機関の名称及   

び住所並びに調査事務を行う事務所の所在地を   

公示しなければならない。   

2 指定調査機関は、その名称若しくは住所又は   
調査事務を行う事務所の所在地を変更しようと   

するときは、変更しようとする目の2週間前ま   
でに、その旨を都道府県知事に届け出なければ   
ならない。   

3 都道府県知事は、前項の規定による届出があ   
ったときは、その旨を公示しなければならない。  



（④）  

3令第37条の3第4号に規定する厚生労働  
省令七定める基準は、次に掲げるものとする。  
一指定を受けようとする者が調査を行おう  

とする介護サービスを自ら提供していない  
こと。  

二調査事務に関する事業に係る経理は、他  
の事業の経理と区分して行うものであるこ  

と。  
三前2号に掲げるほか、指定を受けようと  

する者の行う他の事業が調査事務の公正か  
つ適確な実施に支障を及ぼすおそれのない  
こと。   

2前項の指定は、都道府県の区域ごとに、その  
指定を受けようとする者の申請により、当該都  
道内：県知事が行う。  

3都道府県は、地方自治法第227条の規定に  
基づき調査事務に係る手数料を徴収する場合に  
おいては、第1項の規定により指定調査機関が  
行う前条第2項の調査を受けようとする者に、  
条例で定めるところにより、当該手数料を当該  
指定調査機関に納めさせ、その収入とすること  
ができる。  

（調査の方法）   （⑤）  

第37条の5 指定調査機関は、公正に、かつ、  （令第37条の5第2項の厚生労働省令で定め  
都道府県知事が毎年定める調査事務に関する計  る事項）  
画に従い、調査事務を行わなければならない。  

生労働省令で定める事項は、次に掲げるもの  
2前項の計画には、調査事務の対象となる介護   
サービス事業者（法第115条の35第1項に  一 計画（令第37条の5第1項に規定する  
規定する介護サービス事業者をいう。）の名称、   計画をいう。）の期間  
調査を行うべき時期その他の（⑤）厚生労働省  二 介護サービス事業者ごとの調査を行う月  
令で定める事項を記載するものとする。  三介護サービス事業者に対し、調査を行う  

指定調査機関（法第115条の36第1項  

3都道府県知事は、調査事務の方法が適当でな  に規定する指定調査機関をいう。以下同じ。）  
いときは、指定調査機関に対し、その方法を改   の名称  

善すべきことを命ずることができる。   四 その他都道府県知事が必要と認める事項   

ー
企
○
－
 
 



（調査事務規程）   （⑥）  

第37条の6 指定調査機関は、調査事務の開始  （調査事務規程の記載事項）  
前に、（⑥）厚生労働省令で定める調査事務の実  第140条の53 令第37条の6第1項の厚  
施に関する事項について調査事務規程を定め、  生労働省令で定める事項は、次に掲げるもの  

都道府県知事の認可を受けなければならない。   とする。  
これを変更しようとするときも、同様とする。  一調査事務を行う時間及び休日に関する事  

項  

2都道府県知事は、前項の規定により認可をし    二調査事務を行う事務所に関する事項  
た調査事務規程が調査事務の公正かつ適確な実  三 手数料の収納の方法に関する事項  
施上不適当となったと認めるときは、指定調査  四 調査事務の実施の方法に関する事項  

機関に対し、これを変更すべきことを命ずるこ  五 調査事務に関する帳簿（法第115条の  
とができる。   39に規定する帳簿をいう。次条において  

同じ。）の管理に関する事項  
六その他調査事務の実施に関し必要な事項   

（調査員）  （Ⅵ）   

第115条の37 指定調査機関は、調査事務を  （法第115条の37第1項の厚生労働省令で   
行うときは、 （Ⅵ）厚生労働省令で定める方  定める方法）   

法に従い、調査員に調査事務を実施させなけれ  第140粂の51法第115条の37第1項   
ばならない。  の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる  

ものとする。  
一調査員1名．以上によって行うこと。  
二調査客体である介護サービス事業者を訪  

間し、調査客体を代表する者に対する面接  
調査の方法によって行うこと。   

2 調査員は、調査事務に関する専門的知識及び  （②）   （⑦）   

技術を有するものとして（②）政令で定める要  （調査員の要件）   （調査員養成研修）   

件を備える者のうちから選任しなければならな  第37条の7 法第115条の37第2項の政令  第140条の55 令第37粂の7第1項に規   
い。   で定める調査員（以下この条において「調査員」  定する調査員養成研修（以下「調査員養成研  

という。）の要件は、都道府県知事又はその指定  修」という。）は、調査員として必要な専門的  
する者が（⑦）厚生労働省令で定めるところに  知識及び技術を修得させることを目的として  
より行う研修（以下この条において「調査員養  行われるものであって、介護サービス情報の  
成研修」という。）の課程を修了し、当該都道府  公表に関する基礎的知識、介護サービスの内  
県知事が作成する調査員名簿に登録されている  容に関する基礎的知識並びに調査事務に閲す  
こととする。   る専門的知識及び技術の修得に係るものをそ  

の主たる内容とし、かつ、その他の調査員と  
して必要な専門的知識及び技術の修得に係る  

ものをその内容に含むものとする。   

－
心
－
－
 
 
 




